
扶 養 手 当 の 支 給 額 等  

扶養親族のある研究者に支給される手当とする。  

1 扶養親族の要件  

次に掲げる看で、他に生計の途が無く、主として研究者の扶養を受けている者。なお、配   

偶者以外の扶養親族は重度心身障害者を除き、血族又は法定血族に限る。  

（1）配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）  

（2）満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫  

（3）漬60歳以上の父母及び祖父母  

（4）満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹  

（5）重度心身障害者  

ただし、次の者は扶養親族とすることができない。   

①研究者の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手  

当の支給の基礎となっている者   

②年軽130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者  

2 支給額  

（1）上記1（1）の配偶者  ：月額13，000円  

（2）上記1（2）から（5）の扶養親族  ：月額 6，500円  

ただし、研究者に配偶者がない場合の支給額については、  

そのうち一人につき  ：月額11，000円  

（3）満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31  

日までの間（以下「特定期間」という。）にある子がいる場合の支給額は、2（2）の規  

定に かかわらず、5，000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た  

軽を2（2）の規定による籠に加算した額とする。  
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地 域 手 当 の 支 給 額 等  

当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して下記に定  

める地域に在勤する研究者に支給される手当とする。  

1 地域手当の月額は、非常勤椎貝手当及び扶養手当の月額の合計額に、次に定める支給地域   

別支給割合を乗じ得た額とする。  

2 支給地域別支給割合  

支 給 割 合   支  給  地  域 等   

百分の十四・五  東京都のうち   特別区   

百分の十二   東京都のうち  八王子市 立川市 武蔵野市 府中市 調布市 町  

田市 国分寺市 国立市 狛江市 多摩市 稲城市  

西東京市  

神奈川県のうち 横浜市 川崎市 鎌倉市  

愛知県のうち  名古屋市  

大阪府のうち  大阪市 吹田市 高槻市 守口市 箕面市  

兵庫県のうち  西宮市 芦屋市 宝塚市   

百分の十－   大阪府のうち  寝屋川市   

百分の十   東京都のうち  三鷹市  

神奈川県のうち 横須賀市  

京都府のうち  京都市  

大阪府のうち  堺市 豊中市 池田市 牧方市 茨木市 八尾市  

東大阪市  

兵庫県のうち  神戸市 尼崎市  

総務省関東総合通信局電波菅監理部   

百分の八・五  埼玉県のうち   さいたま市  

大阪府のうち  高石市   

百分の八   千葉県のうち  千葉市  

福岡県のうち  福岡市   

百分の七・五  埼玉県のうち   和光市  

東京都のうち  福生市 清瀬市  

神奈川県のうち 厚木市  

大阪府のうち  門真市   

取手市 つくば市  

百分の六・五  茨城県のうち      埼玉県のうち   志木市   

30   



千葉県のうち  船橋市 成田市 浦安市 印西市  

東京都のうち  昭島市 小平市 日野市  

神奈川県のうち 海老名市   

百分の六   神奈川県のうち 三浦郡葉山町  

大阪府のうち  岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 富田林市  

和泉市  

兵庫県のうち  伊丹市   

百分の五・五  千葉県のうち   市川市 松戸市 四街道市  

東京都のうち  青梅市 東村山市 あきる野市  

神奈川県のうち 藤沢市 茅ヶ崎市 相模原市 大和市  

滋賀県のうち  大津市  

奈良県のうち  奈良市 大和郡山市  

広島県のうち  広島市   

百分の五   宮城県のうち  仙台市  

埼玉県のうち  川越市 川口市 所沢市 越谷市 戸田市 朝霞市  

千葉県のうち  柏市  

神奈川県のうち 平塚市  

静岡県のうち  静岡市  

京都府のうち   宇治市  

大阪府のうち  羽曳野市   

百分の四t五  茨城県のうち   水戸市 土浦市 守谷市  

埼玉県のうち  鶴ヶ島市  

千葉県のうち  富津市 袖ヶ浦市  

愛知県のうち  刈谷市 豊田市 豊明市  

三重県のうち  鈴鹿市  

滋賀県のうち   草津市  

奈良県のうち   天理市   

百分の三   北海道のうち   札幌市  

埼玉県のうち   草加市  

東京都のうち   武蔵村山市  

神奈川県のうち 小田原市 三浦市（総務省関東総合通信局電波監理  

部の所在する地域を除く。）  

愛知県のうち   岡崎市  

京都府のうち   向日市  

大阪府のうち   柏原市  

兵庫県のうち   姫路市 明石市  

和歌山県のうち 和歌山市  

岡山県のうち   岡山市  

福岡県のうち   北九州市  

長崎県のうち   長崎市  



茨城県のうち  

栃木県のうち  

埼玉県のうち  

千葉県のうち  

神奈川県のうち  

山梨県のうち  

静岡県のうち  

愛知県のうち  

三重県のうち  

滋賀県のうち  

京都府のうち  

大阪府のうち  

兵庫県のうち  

奈良県のうち  

日立市 古河市 牛久市 ひたちなか市  

宇都宮市  

行田市 飯能市 加須市 東松山市 入闇市 三郷  

市  

茂原市 佐倉市 市原市 白井市  

秦野市  

甲府市  

沼津市 御殿場市  

瀬戸市 碧南市 西尾市 大府市 知多市  

津市 四日市市  

守山市 栗東市  

亀岡市 京田辺市  

河内長野市 藤井寺市  

三田市  

大和高田市 橿原市  

百分のニー五  

多取市 多賀城市  

龍ヶ崎市 筑西市  

鹿沼市 小山市 大田原市  

前橋市 高崎市 太田市  

熊谷市 春日部市 鴻巣市 上尾市 久喜市 坂戸  

市 比企郡のうち鳩山町 北埼玉郡のうち北川辺町  

北葛飾郡のうち栗橋町及び杉戸町  

野田市 東金市 流山市 八街市 印旛郡のうち酒  

々井町及び栄町  

富山市  

金沢市  

福井市  

長野市 松本市 諏訪市  

岐阜市 大垣市 多治見市 美濃加茂市  

浜松市 三島市 富士宮市 富士市 磐田市 焼津  

市 掛川市 袋井市  

豊橋市 一宮市 半田市 春日井市 津島市 安城  

市 犬山市 江南市 小牧市 稲沢市 東海市 知  

立市 愛西市 弥富市 西春日井郡のうち豊山町  

西加茂郡三好町  

桑名市 名張市 伊賀市  

彦根市 長浜市  

相楽のうち木津町  

泉南市 四篠畷市 交野市 阪南市 泉南郡のうち  

熊取町及び田尻町 南河内郡のうち太子町  

加古川市 三木市  

桜井市 香芝市 宇陀市 生駒郡のうち斑鳩町 北  

葛飾郡のうち王寺町  

橋本市  

廿日市市 安芸郡のうち海田町及び坂町  

宮城県のうち  

茨城県のうち  

栃木県のうち  

群馬県のうち  

埼玉県のうち  

千葉県のうち  

富山県のうち  

石川県のうち  

福井県のうち  

長野県のうち  

岐阜県のうち  

静岡県のうち  

愛知県のうち  

三重県のうち  

滋賀県のうち  

京都府のうち  

大阪府のうち  

兵庫県のうち  

奈良県のうち  

和歌山県のうち  

広島県のうち  
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※この表の支給地域等欄に掲げる名称は、平成18年4月1日においてそれらの名称を有す  

る市、町または特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそ  

れらの名称の変更またはそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるもので  

はない。  
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旅 費 に 係 る 単 価 表   

（国内旅費）   

1．鉄道賃、船賃、航空賃等の計算方法は、時刻表を参考に計算してください。   

2．日当及び宿泊料  （単位：円）  

宿 泊 料  
蔵  名   日 当  国家公務員の場合の該当・号俸  

甲 地  乙 地   

教授又は相当者   3．000  14，800  13，300  指定職のみ（原則使用しない）   

医（－〉  3級 1号俸以上  

教授、准教授   2，600  13，100  11，800            研  5級 1号俸以上   

医（－）  2級  
1級13号俸以上  

鰊師、助手、技師又は   研  4級、3級   
相当者  2．200  10．900  9，800  2級25号俸以上   

医 〈－）   1級12号俸以下  

研  2級24号俸以下  
上記以外の者   1，700  8，700  7．800  1級   

注）1．  

2．  
私立大学及びその他の施設にあっては、この表の額を超えないようにしてください。  
表中の甲地とは、次の地域をいい、乙地（車中泊を含む）とは、甲地以外の地域をい  

県
県
都
県
県
府
府
県
県
県
 
 

玉
葉
京
剰
知
都
阪
庫
島
岡
 
 

○
埼
千
乗
神
愛
京
大
兵
広
福
 
 

さいたま市  

千葉市  
特別区（23区）  
横浜市、川崎市  
名古屋市  
京都市  
大阪市、堺市  
神戸市  

広島市  
福岡市  

a
 
b
 
C
 
d
 
e
 
f
 
g
 
h
・
－
・
J
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（外国旅費）   

1 鉄道賃、船賃、航空賃等の計算方法は、時刻表を参考に計算してください。  

2 日当及び宿泊料  （単位：円）  

日 当 及 び 宿 泊 料  
聴  名  国家公務員の場合の該当■号俸  

編定初市  甲地方  乙地方  丙地方   

教授又は相当者  日当  

宿泊料   

日当  3級 1号俸以上  
教授、進数授  

宿泊料   5級 1号俸以上   

医（－）  2級  
日当  1級13号俸以上  

講師、助手、技  
師又は相当者   宿泊料   4級、3級  

2級25号俸以上   

医（－）   1級12号俸 
日当  

上官己以外の者  研  2級24号俸以下  
宿泊者   1級   

注）指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の範計こついては、国家公務員等の旅費に関する   
法律に準ずる。  
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（付）研究計画書の様式及び記入例  
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様式A（1）  

平成  年度厚生労働科学研究費補助金（  研究事業）研究計画書（新規申請用）  

平成  年  月  日  

厚生労働大臣  
（国立がんセンター総長）  

（国立精神・神経センター総長）  

（国立医薬品食品衛生研究所長）  

（国立保健医療科学院長）  

殿  

住  所  
フリカ÷ナ  

申請者 氏  名  

T  

生年月日 19＿年＿月＿ 日生  

研究事業）を実施したいので  平成  年度厚生労働科学研究費補助金（  

次のとおり研究計画書を提出する。   

1．研究課題名（公募番号）  

円也（間接経費は含まない）  

日から平成  年  月  日  

2．当該年度の計画経費  ：金  

3．当該年度の研究事業予定期間 ：平成  

年   月             （＿＿：丁牢計画万丁年百  

4．申請者及び経理事務担当者  

①所属研究機蘭  

②所 属 部 局  

③職  名  

④所属研究機関  

申 請 者  
所在地  〒  

連 絡 先  Tel：  Fax：  

E－Mall：  

⑤最終卒業校  ⑥学  位  

⑦卒 業 年 次  ⑧専攻科目  

（フリカ○ナ）  

⑨氏   名  

経理事務  
担当者  Tel：  Fax：  

E－Mail：   

所属部局・  

課 
名 
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⑫事務委任邑  i⑬coI（利益相反）  ⑪研究承諾  

匿   無萱  宿   怨  
の有珂  菱 委  員 会 の 有 無≧  

千円、計画経費の  ％）・否  蓬紅Ol委員会への申出の有撃有  

5．研究組織情報  

①研究者名  

研究碩巨  
垂 H   及び専攻科目   ける職名  ■ 

皇  i  

妻   ；  

f  

n  

6．政府研究開発データベース   

研究者番号及びエフォート  

研 究 者 名  ！性   別  

研究分野及び研究区分  

コード番号  重点研究分野  研 究 区 分   

研究主分野  
研究副分野1  
研究副分野2  l  

研究副分野3  ！  

研究キーワード  

研究開発の性格  
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7．研究の概要  

8．研究の目的、必要性及び特色・独創的な点  
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9．期待される戒呆  

（1）期待される戒呆については、厚生労働行政の課題との関連性を中心に600字以内で記入する  
、－   

ヽ－・－・＿．＝  

（2）当該研究によって直接得られる研究成果だけでなく、間接的に期待される社会的成果（行政及   
び社会への貢献、軍兵の保健・医療・福祉の向上等）について記入すること．  

10．研究計画・方法  

（1）研究目的を達成するための具体的な研究計画及び方法を1，600宅以内で記入すること。  
（2）研究計画を遂行するための研究体制について、研究代表者、研冗∠ 一 及び研究協力者の具体   

的な役割を明確にすること。  
（3）複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と年次計画との関係がわかるように記入す   

ること。  

（4）本研究を実施するために使用する研究施設・研究資料・研究フィー／レドの確保等、現在の研究   
環境の状況を踏まえて記入すること＝  

（5）臨床・疫学研究においては、基本デザイン、目標症例・試料数及び評価方法等を明確に記入す   
ること「   



11．倫理面への配慮  
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12．申請者の研究歴等  

申請者の研究歴：   

過去に所属した研究機関の履歴、主な共同研究者（又は指導を受けた研究者）、主な研究課題、ニ  
れまでの研究実績、受賞数、特許権等知的財産権の取得数、研究課題の実施を通じた政策提言数（寄  

与した指針又はガイドライン等））  

発表業績等：   

著者氏名・発表論文名・学協会誌名・発表年（西暦）・番号（最初と最後のページ）、特許権等知  
的財産権の取得及び申請状況、研究課題の実施を通じた政策提言（寄与した指針又はガイドライン等）   

（発表業績等には、研究代表者及び研究分担者ごとに、それぞれ学術雑誌等に発表した論文・著書  
のうち、主なもの（過去3年間）を選択し、直近年度から順に記入すること。また、この研究に直接  
関連した論文・著書については、著者氏名の名前に「O」を付すこと。）  

13．厚生労働科学研究費補助金の各研究推進事業に推薦する予定の研究者  

l年   
1  l  度  ‖  若手研究者育戒活用事業   外国人研究者招へい事業外国への日本人研究者派遣事業  

．平成 年度   
名  

名   名   

平成  年度   名   名   

平成  年度   名                       名  名   名   
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14．研究に要する経費  
（1）各年度別経費内訳  （単位：千円）  

（2）備品の内訳（50万円以上の備品については、貸借が可能な場合は原則として賃借によること。）   

ア．借料及び損料によるもの（貸借による備品についてのみ記入すること）  

年  度   備  品  名   賃借の経費 （単位：千円）   数 量   

平成  年度  

平成年度  

平成年度  

イ．備品費によるもの（50万円以上の備品であって、賃借によらないもののみ記入すること。）  
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（3）委託費の内訳  （単位：千円）  

15．他の研究事業等への申請状況（当該年度）  （単位：千円）  

新規・継続  研究事業名  研 究 課 題 名  代表・分担等  補助要求額  所管省庁等  エフォート（％）  

「■…‾【  

山・仙」  川  

川  

16．研究費補助を受けた過去の実績（過去3年間）  （単位：千円）  

17．補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第18条第1項の   
規定により補助金等の返還が命じられた過去の事業  （単位：円）  

年  度  研究事業名  研究課題名  還  理  由  所管省庁等  
返還年度   

i ！   

L＿】－▼＿ F  

き  

－  

【  
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作成上の留意事項  

1．本研究計画書は、申請課題の採択の可否等を決定するための評価に使用されるものである。   

2．宛先の欄には、厚生労働科学研究費補助金取扱規程（平成10年厚生省告示第130号っ 以下「規程」と   
いう。）第3条第1項の表第9号の右欄に掲げる一般公募型並びに同表第10号の右欄に掲げる一般公募型   
及び若手育成型については国立がんセンター総長、同表第23号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型   
については国立精神・神経センター総長、同表第28号の右欄に掲げる一般公募型については国立医薬品食   
品衛生研究所長、同表第29号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については国立保健医療科学院長   
を記載する。   

3．「申請者」について  

（1）氏名は、自署又は記名押印で記入すること。ただし、法人にあっては記名押印とすること。  
（2）住所は、申請者の現住所を記入すること。   

4．「1．研究課題名（公募番号）」について  
（1）研究の目的と成果が分かる課題名にすること。  

で定める公募課題番号を記入すること。  

5．「2．当該年度の計画経費」について  
・当該事業年度（1会計年度）の研究の実施に必要な計画経費を記入すること。   

6．「3．当該年度の研究事業予定期間」について  

7．「4．申請者及び経理事務担当者」について  
（1）①及び②は、申請者が勤務する研究機関及び部局の正式名称を記入すること。  
（2）⑧は、申請者が専攻した科目のうち当該研究事業に関係あるものについて記入すること。  
（3）⑨の経理事務担当者には、当該研究に係る経理及び連絡等の事務的処理を担当する経理事務に卓越した   
同一所属研究機関内の者を置くこと。  

（4）⑪は、申請者の所属研究機関の長に対する研究の承諾の有無を記載すること。  
享与   

こと。  
（7）⑭は、COI委員会へのCOI管理の申出の有無を記載すること。  
（8）⑮は、間接経費の要否を記載すること。   

8．「5．研究組織情報」について  
・申請者（研究代表者）及び研究分担者（研究代表者と研究項目を分担して研究を実施する者をいう。）  

について記入すること（研究協力者（研究代表者の研究計画の遂行に協力する者（研究分担者を除く。）を い  
う。）については記入する必要はない。）。   

9．「6．政府研究開発データベース」について  
（1）研究代表者及び研究分担者の、性別、生年月日及び府省共通研究開発管理システム、（e－Rad）もしくは   
文部科学省の科学研究費補助金制度により付与された研究者番号（8桁の番号）を記入すること。  

また、当該研究代表者及び研究分担者ごとに、当該研究の実施に必要とする時間が年間の全勤務時間   
（正規の勤務時間以外の勤務時間を含む。）に占める割合を百分率で表した数値（1未満の端数があると   

きは、これを四捨五入して得た数値）を、エフォー ト（％）欄に記入すること。  
なお、当該研究についての各研究者の分担割合を記入するものではないので留意すること。  

（2）研究分野及び研究区分の表の研究主分野については別表第1「研究分野コード表」から当該研究の主要   
な部分の属する研究分野及び研究区分を選択して研究区分番号とともに記入し、研究副分野については、   
当該研究に関連する分野（最大3つ）を同様に選択して記入すること。  

（3）研究キーワードについては、当該研究の内容に応じ、別表第2「研究キーワード候補リスト」から適切   
な研究キーワード（最大5つ）を選択してコード番号とともに記入すること。同様に該当するものがない   
場合は30字以内で独自の研究キーワードを記入すること。  
（4）研究開発の性格については、基礎研究、応用研究又は開発研究のいずれかに「O」を付すこと。   

10．「7．研究の概要」について  
（1）「8・研究の目的、必要性及び特色・独創的な点」から「11．倫理面への配慮」までの要旨をユ」且  
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00字以内で簡潔に記入すること 
（2）撃、牢 にわたる研究の場合には、研究全体の計画と当該事業年度の計画との関係が分かるように記入   
すること 
（3）研究の目的、方法及び期待される効果の流れ図を記入又は添付すること。   

＝．「8．研究の目的、必要性及び特色・独創的な点」について  
（1）研究の目的、必要性及び特色・独創的な点については、適宜文献を引用しつつ、1，000字以内で具   
体的かつ明確に記入すること。  
（2）当該研究計画に関して現在までに行った研究等、研究の最終的な目標を達成するのに必要な他の研究計   
画と、当該研究計画の関係を明確にすること。  
（3）研究期間内に何をどこまで明らかにするかを明確にすること 
（4）当該研究の特色・独創的な点については、国内・国外の他の研究でどこまで明らかになっており、どの   

ような部分が残されているのかを踏まえて記入すること。   

12，「9．期待される成果」について  
（1）期待される成果については、厚生労働行政の課題との関連性を中心に600字以内で記入すること。  
（2）当該研究によって直接得られる研究成果だけでなく、間接的に期待される社会的 果（行政及び社会へ   
の貢献、国民の保健・医療・福祉の向上等）について記入すること．。   

13．「10．研究計画・方法」について  
（1）研究目的を達成するための具体的な研究計画及び方法を1，600字以内で記入すること。  
（2）研究計画を遂行するための研究体制について、研究代表．、 冗∠ 一 及び研究協力者の具体的な役割   
を明確にすること。  

（3）複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と年次計画との関係がわかるように記入することっ  
（4）本研究を実施するために使用する研究施設・研究資料・研究フィー′レドの確保等、現在の研究環境の状   
況を踏まえて記入すること。  
（5）臨床・疫学研究においては、基本デザイン、目標症例・試料数及び評価方法等を明確に記入すること。   

14．「11．倫理面への配慮」について  

審査を受けた場合には、審査内容を必ず添付すること。  
（3）研究の内容に照らし、遵守しなければならない研究に関係する指針等については、該当する指針等の  

「ロ」の枠内に「O」を記入すること（複数の指針等が該当する場合は、それぞれの枠内に「O」を記  
入すること。）。  

（4）「疫学・生物統計学の専門家の関与の有無」欄及び「臨床研究登録予定の有無」欄は、「有」又は「無」   
のいずれか該当するものを「O」で囲むこと。ただし、当該研究の内容に関係がない場合は、「その他」   
を「O」で囲むこと．⊃  

15．「12．申請者の研究歴等」について  
（り申請者の研究歴について、過去に所属した研究機関名、主な共同研究者（又は指導を受けた研究者）、   
主な研究課題、これまでの研究実績（論文の本数、受賞数、特許権等知的財産権の取得数、研究課題の実   
施を通じた政策提言）等について記入すること。なお、論文については査読があるものに限る。  
（2）発表業績等には、研究代表者及び研究分担者ごとに、それぞれ学術誌等に発表した論文・著書のうち、  

す  ）を選択し、直近年度から順に記入  主なもの（過去3年   

さらに、本研究に直  に「O」を付すこと  については   

、ては査読があるものに限る。  弓  お  和  

16．「13．厚生労働科学研究費補助金の各研究推進事業に推薦する予定の研究者」について  
・申請者が、厚生労働科学研究費補助金の各研究推進事業に推薦を予定している研究者の人数について記   

入すること。  
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17．「14．研究に要する経費」について  
（1）当該研究課題に要する経費を、年度別に記入すること。  
（2）50万円以上の備品については、賃借が可能な場合は原則として賃借によること。ただし、賃借が可能   
でない場合、又は、研究期間内で貸借をした場合の金額と購入した場合の金額を比較して、購入した場合   
の方が安価な場合は購入しても差し支えない。  

なお、賃借をした場合においても、所有権の移転を伴うものは認めない。  
（3）「（2）備品の内訳」は、当該研究の主要な備品で、50万円以上のものを「ア．借料及び損料によるも   
の」又は「イ．備品費によるもの」に分けて記入すること。  

（4）「ア．借料及び損料によるもの」については、貸借による備品についてのみ記入し、「イ．備品費によ   
るもの」については、貸借によらない備品についてのみ記入すること。   

18．「15．他の研究事業等への申請状況」について  
・当該年度に申請者が、厚生労働省から交付される研究資金（一般社団法人又は一般財団法人から配分され   
るものを含む。）、他府省の研究資金、独立行政法人から交付される研究資金及び一般社団法人又は一般財   
団法人から交付される研究資金等への研究費の申請を行おうとしている場合について記入すること．っ  

19．「16．研究費補助を受けた過去の実績（過去3年間）」について  
・申請者が、過去3年間に厚生労働省から交付される研究資金（一般社団法人又は一般財団法人からは配分   
されるものを含む。）、他府省の研究資金、独立行政法人から交付される研究資金及び一般社団法人又は一   
般財団法人から交付される研究資金等を受けたことがあれば、直近年度から順に記入すること（事業数が多   
い場合は、主要事業について記入すること。）。  

20．「17．補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第18条第1   
項の規定により補助金等の返還が命じられた過去の事業」について  
（1）平成16年度以降に補助金等の返還を命じられたことがあれば、直近年度から順に記入すること。  
（2）返還が研究分担者による場合は、その理由を明確に記載すること。   

21．その他  

（1）手書きの場合は、樺書体で記入すること。  
（2）日本工業規格A列4番の用紙を用いること。各項目の記入量に応じて、適宜、欄を引き伸ばして差し   
支えない。  
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別表第1  
重点研究分野コード表  
コード  

番号   重点研究分野   研究区分   

101  ライフサイエンス  ゲノム   

医療   102  ライフサイエンス  医学・   
103  ライフサイエンス  食料科学・技術   
104  ライフサイエンス  脳科学   

105  ライフサイエンス  バイオインフォマテイクス   
106  ライフサイエンス  環童・生態  107  フイエンス  物生産   

ライサ  質   

189  ライフサイエンス  共通基礎研究   
199  ライブサイエンス  そあ他   

201  情報通信  高速ネットワーク   
202  情報通信   セキュリティ   

203  情報通信   サービス・アプリケーション   
204  膳報通信   家電ネットワーク   
205  情報通信   高速コンピューティング   
206  情報通信  シミュレーション   

情報通信    207  大容量・高速記憶装置   

208  情報通信   入出力 （注）   

209  情報通信   認識・意味理解   

210  情報通信   センサ   

211  情報通信   ヒューマンインターフェイス評価   
情報通信   ソフトウエア   

213  情報通信   デバイス   

289  情報通信   共通基礎研究   

299  情報通信   その他   

301  環境   地球環境   

302  環境   地域環境   

303  環境   環境リスク   

304  環境   循環型社会システム   

305  環境   生物多様性   

389  環境   共通基礎研究   

399  環境   その他   

401  ナノテク・材料   ナノ物質・材料（電子・磁気・光学応用等）   

402  ナノテク・材料   ナノ物質・材料（構造材料応用等）   

403  ナノテク・材料   ナノ情報デバイス   

404  ナノテク・材料   ナノ医療   

405  ナノテク・材料   ナノバイオロジー   

406  ナノテク・材料   エネルギー・環境応用   

407  ナノテク・材料   表面・界面   

408  ナノテク・材料  計測技術・標準   
409  ナノテク・材料   加工・合成・プロセス   

410  ナノテク・材料   基礎物性   

411  ナノテク・材料  計算・理論・シミュレーション   
412  ナノテク・材料   安全空間創成材料   

489  ナノテク・材料   共通基礎研究   

499  ナノテク・材料   その他   

48   




